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　 台 風 や 病 害 虫 被 害 回 避 の 目 的 で 設 置 す る 又 は 修 繕 す る 際 に 必 要 な 簡 易 ハ ウ ス 資 材 の 購 入 に

つ い て 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 し ま す 。

簡 易 ハ ウ ス 助 成 補 助 金 の 申 請

補 助 対 象 ハ ウ ス

補 助 対 象 者

そ の 他 条 件

申 請 期 間

提 出 先 農 林 水 産 課 農 林 係

8 月 1 日 （ 木 ） ～ 9 月 3 0 日 （ 月 ）

※ 申 請 書 は 、 農 林 水 産 課 及 び 各 公 民 館 で 配 布 し て い ま す 。

補 助 率 に つ い て は 、 村 基 準 価 格 × 設 置 面 積 の 3 0 % 以 内 と し 、 補 助 上 限 額 は

5 0 万 円 と す る 。 な お 、 助 成 は 1 経 営 体 あ た り 1 回 限 り と す る 。

施 設 の 規 模 は 1, 0 0 0 ㎡ 未 満 と す る

※ 修 繕 に つ い て は 、 耐 用 年 数 を 過 ぎ て い る ハ ウ ス が 対 象 と な り ま す 。

前 年 度 ま で の 村 民 税 等 を 滞 納 し て い な い 農 業 者

み ん な で 守 ろ う  地 域 の 農 地
将 来 の 地 域 の 農 地 利 用 を み ん な で 話 し 合 い ま し ょ う ！

　 現 在 、 農 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 世 界 情 勢 や 円 安 に よ る 物 価 高 騰 、 さ ら に 農 家 の 高 齢 化 が 進 み 、

担 い 手 の 不 足 が 深 刻 な 状 況 と な っ て お り 、５ 年 後 、１ ０ 年 後 は さ ら に 加 速 す る こ と が 想 定 さ れ ま す 。

　 恩 納 村 で は 、 令 和 ４ 年 ５ 月 に 一 部 改 正 さ れ た 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ き 、 地 域 で の 話 し

合 い に よ り 、 目 指 す べ き 将 来 の 農 地 利 用 の 姿 を 明 確 化 す る 「 地 域 計 画 （ 目 標 地 図 を 含 む ） 」 を

令  和 ７ 年 ３ 月  ま  で  に  策  定  す  る こ と と  な り ま し た  。

　 地 域 計 画 の 策 定 に 向 け て 、 将 来 の 地 域 農 地 利 用 に つ い て 各 地 域 で 話 し 合 い （ 座 談 会 ） を 予 定

し て い ま す 。

● 話 し 合 い の 内 容 は ？

❶ 農 家 の 経 営 の 継 続 や 新 規 就 農 者 の 確 保

❷ 地 域 ぐ る み の 人 づ く り ・ 農 地 の 有 効 活 用 ・ 保 全 管 理 な ど の 取 り 組 み

❸ 地 域 を 支 援 す る 国 ・ 県 ・ 村 の 農 業 施 設 へ の 取 り 組 み

９ 月 １ １ 日 （ 水 ）
谷 茶 地 区

地 区 時 間 場 所開 催 日

1 3 ： 3 0  ～ 1 5 ： 0 0 谷 茶 公 民 館

喜 瀬 武 原 地 区 1 8 ： 3 0  ～ 2 0 ： 0 0 喜 瀬 武 原 公 民 館

９ 月 １ 2 日 （ 木 ）
南 恩 納 地 区 1 3 ： 3 0  ～ 1 5 ： 0 0 南 恩 納 公 民 館

恩 納 地 区 1 8 ： 3 0  ～ 2 0 ： 0 0 恩 納 公 民 館

９ 月 １ 3 日 （ 金 ）
宇 加 地 地 区 1 3 ： 3 0  ～ 1 5 ： 0 0 宇 加 地 公 民 館

塩 屋 地 区 1 8 ： 3 0  ～ 2 0 ： 0 0 塩 屋 公 民 館

９ 月 １ 8 日 （ 水 ） 仲 泊 地 区 （ 冨 着 ・ 前 兼 久 ・ 仲 泊 ） 1 8 ： 3 0  ～ 2 0 ： 0 0 前 兼 久 公 民 館
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